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1．災害救助法の概要  

O「災害救助法」（昭和22年10月18日法律第118号）   

1 目  的  

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、   

応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。   

2 実施体制  

災害救助法による救助は、都道府県知事が行い（法定受託事務）、市町村長がこれを   

補助する。  

なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすること   

ができる。   

3 適用基準  

災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失が   

ある場合等（例 人口5，000人未満 住家全壊30世帯以上）に行う。  

4 救助の種類、程度、方法及び期間  
（1）救助の種類   

（》 避難所、応急仮設住宅の設置   

（診 食品、飲料水の給与   

③・被服、寝具等の給与  

④ 医療、助産   

（9 被災者の救出  

⑥ 住宅の応急修理  

⑦ 学用品の給与  

⑧ 埋  葬  

⑨ 死体の捜索及び処理  

⑩ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去  

（2）救助の程度、方法及び期間   

厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行なう。   

5 強制権の発動  

災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収容、施設の管理、医療、   

土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。   

6 経費の支弁及び国庫負担  
（1）都道府県の支弁：救助に要する費用は、都道府県が支弁  

（2）国 庫 負 担：（1）により費用が100万円以上となる場合、その額の都道府県の  

普通税収入見込額の割合に応じ、次により負担  

ア 普通税収入見込額の2／100以下の部分  50／100  
イ 普通税収入見込額の2／100をこえ4／100以下の部分 － 80／100  
ウ 普通税収入見込額の4／100をこえる部分  90／100  

7 災害救助基金について  
（1）積立義務（災害救助法第37条）  

過去3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5／1000相当額  

（最少額500万円）を積み立てる義務が課せられている。  

（2）運 用  

災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。  
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災害救助法適用基準 （同法施行令）   

1住家等への被害が生じた場合  

（1）区域内の人口に応じた次の世帯数以上であること（令第1条第1項第1号、令別表第1）  

市  町  村  の  人  口  住家滅失世帯数   

1喜，888会員   
30’000人以  
50’000人以   

I 100 0001三   
圭  I 300，000人以  

5，000人  30  

（2）当該市町村を包括する都道府県の被害世帯数が、その人口に応じ①に示す数以上であって、   

当該市町村の被害世帯数が、その人口に応じ②に示す数以上であること（令第1条第1項第   

2号、令別表第2・第3）  

①  都  道  府  県  の  人  口   住家滅失世帯数   

圭；呂§呂；呂§§損喜…呂呂呂…呂呂呂 薫漬   
2，500   1，000 1，500 2，000   珪葦   

（3）当該市町村を包括する都道府県の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、  

当該市町村の被害世帯数が多数であること   

（令第1粂第1項第3号前段、令別表第4）  

都  道  府  県  の  人  口   住家滅失世帯数   

喜…呂呂呂；呂呂腿圭圭…§§呂…§§§頒藩   
12，000   5，000 7，000 9，000   珪  葦  

※1半壊又は半焼した世帯は、2世帯をもって滅失した一の世帯とする  
※2 床上浸水した世帯は、3世帯をもって滅失した一の世帯とする   

（4）災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難と   

する厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失し   

たものであること（令第1条第1項第3号後段）   

・災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出  

に特殊の技術を必要とすること。（基準省令第1粂）   

2 生命・身体への危害が生じた場合  

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生   

労働省令で定める基準に該当するとき（令第1条第1項第4号）   

・災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続  

的に救助を必要とすること。（基準省令第2粂第1号）  

・災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出  

に特殊の技術を必要とすること。（基準省令第2条第2号）  
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災害救助法iこよ る応急救助の実施概念【雲】  

日本赤十字社（都道府県支部）  

・救護班の派遣（医療・助産）  

応急救助の実施（県直接実施）  
地
方
厚
生
局
 
 

被害状況の情報提供  

応急仮設住宅の供与  

救護班の派遣（医療・助産）  
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実施状況の情報提供  応急救助の実施（委任による実施）  

救助・権限の委任通知・公示  
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被災者の救出  

救護班による医療・助産  

連体の捜索・処理  
避難所の設置  

技術的な助言・勧告  
・資料提出要求  
・是正の要求 他  
〔自治法§245の4他〕  
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（応援の指示・派遣調整）  

応援職員の派遣  

（応援の指示・派遣調整）   



平成20年度災害救助基準  

平成20年4月1日現在  

救助の種類   対  象   費 用 の 限度 額  期   間  備  考   

避難所の設置  災害により現に被害を  （基本額）  災害発生の日から    1 費用は、避難所の設置、  

受け、又は受けるおそれ  避難所設置費  7日以内  維持及び管理のための賃金  

のある者を収容する。   1人1日当たり  職員等席上費、消耗器材  

300円以内  費、建物等の使用謝金、借  

（加算額）  上費又は購入費、光熱水費  

冬季別に定める額を加算  並びに仮設便所等の設置費  

を含む。  

高齢者等の要援護者等を収  2避難に当たっての輸送費  

容する「福祉避難所」を設置  は別途計上   

した場合、当該地域における  

通常の実費を支出でき、上記  

を超える額を加算できる。  

応急仮設住宅の  住家が全壊、全焼又は  1 規格 1戸当たり平均     災害発生の日から    1 平均1戸当たり29，7nf、   

供与   流失し、居住する住家が  29．7rげ（9坪）を基準     20日以内着工  2，366，000円以内であれば  

ない着であって、自らの  とする。  よい。  

資力では住宅を得ること  2 限度額 1戸当たり  2 高齢者等の要援護者等を  
ができない者   2，366，000円以内  数人以上収容する「福祉仮  

3同一敷地内等に概ね50  設住宅」を設置できる。  

戸以上設置した場合は、集  3供与期間最高2年以内  

会等に利用するための施設  4民間賃貸住宅の借り上げ  

を設置できる。（規模、費  による設置も対象とする。   

用は別に定めるところによ  

る）  

炊き出しその他  1 避難所に収容された  1人1日当たり  災害発生の日から    食品給与のための総経煮を   

による食品の  者   1，010円以内  7日以内  延給食日数で除した金額が限   

給与   2全半壊（焼）、流  度額以内であればよい。  

失、床上浸水で炊事  （1食は1／3日）   

できない者  

飲料水の供給  現に飲料水を得ること  当吉亥地域における通常の実費     災害発生の日から    1 輸送費、人件費は別途計  

ができない 者（飲料水及  7日以内  上   

び炊事のための水である  

こと。）  

被服、寝具その  全半壊（焼）、流失、  1 夏季（4月～9月）冬季     災害発生の日から    1 備蓄物資の価格は年度当   

他生活必需品の  床上浸水等により、生活  （10月～3月）の季別は     10日以内  初の評価額   

給与又は貸与  上必要な被服、寝具、そ  2 現物給付に限ること  

の他生括必需品を喪失、  

又は毀損し、直ちに日常  

生活を営むことが困難な  

者   6人以上  

区  分   1人世帯  2人世帯   3人世帯  4人世帯   5人世帯   1人増す  

ごとに加算  

全壊  7，300  

全焼  

流失   10，400  

半壊  2，400  

半焼  

床上浸水   3，300   
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救助の種類   対  象   費 用 の 限度 額   期  間   備  考   

医  療  医療の途を失った者  1 救護班…使用した薬剤、  災害発生の日から  患者等の移送費は、別途計  
（応急的処置）   治療材料、医療器具破損等  上   

の実費  
2病院又は診療所・‥国民健  

康保険診療報酬の額以内  

3施術者  
協定料金の額以内   

助  産  災害発生の日以前又は  1 救護班等による場合は、  分べんした日から  妊婦等の移送費は、別途計  

以後7日以内に分べんし  上   

た看であって災害のため  
助産の途を失った者（出  

産のみならず、死産及び  

流産を含み現に助産を要  
する状態にある者）   

災害にかかった  1 現に生命、身体が危  当該地域における通常の実費  災害発生の日から  1 期間内に生死が明らかに   

者の救出   険な状態にある者  3日以内   ならない場合は、以後「死  

2生死不明な状態にあ  体の捜索」として取り扱  
る者  う。  

2輸送費、人件費は、別途  

計上   

災害にかかった  住家が半壊（焼）し、  居室、炊事場及び便所等日  災害発生の日から  

住宅の応急修理  自らの資力により応急修  
理をすることができない  

者   510，000円以内   

学用品の給与  住家の全壊（焼）流失  1 教科書及び教科書以外の  災害発生の日から  1 備蓄物資は評価額．  

半壊（焼）又は床上浸水  教材で教育委員会に届出又  （教科書）   2 入進学時の場合は個々の  

により学用品を喪失又は  はその承認を受けて使用し   1カ月以内   実情に応じて支給する。  
穀損し、就学上支障のあ  ている教材、又は正規の授  （文房具及び通学用  

る小学校児童、中学校生  業で使用している教材実費  品）  

徒及び高等学校等生徒。  2文房具及び通学用品は、  15日以内   

1人当たり次の金額以内  

′ト学生児童4，100円  

中学生生徒4，400円  

高等学校等生徒4，800円  

埋  葬  災害の際死亡した者を  1体当たり   災害発生の日から  災害発生の日以前に死亡し  

対象にして実際に埋葬を  大人（12歳以上）  10日以内   た看であっても対象となる。   
実施する者に支給  199，000円以内  

小人（12歳未満）  

159，200円以内  

死体の捜索  行方不明の状態にあり、  当該地域における通常の実費  災害発生の日から  1 輸送費、人件費は、別途  

かつ、四囲の事情により  10日以内   計上  
すでに死亡していると推  2災害発生後3日を経過し  

定される者  たものは一応死亡した者と  

推定している。   

死体の処理  災害の際死亡した者に  （洗浄、消毒等）   災害発生の日から  1 検案は原則として救護班  

ついて、死体に関する  1体当り3，300円以内  10日以内   2 輸送費、人件費は、別途  

計上  

する。   3死体の一時保存にドライ  

保既存建物以外  アイスの購入費等が必要な  

場合は当該地域における通  処理（埋葬を除く。）を  一  既存建物借上費        時通常の実費  存1体当り 5，000円以内  常の実費を加算できる。   

救護班以外は慣行料金  
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救助の種類   対  象   費用 の 限度額   期  間   備  考   

障害物の除去  居室、炊事場、玄関等  1世帯当り   災害発生の日から  

に障害物が運びこまれて  137，500円以内  10日以内   

いるため生活に支障をき  

たしている場合で自力で  

は除去することのできな  

い者  

輸送費及び貸金  1 被災者の避難   当該地域における通常の実費  救助の実施が認め  

職員等雇上着  2医療及び助産  られる期間以内  

3被災者の救出  

4飲料水の供給  

5死体の捜索  

6死体の処理  

7救済用物資の整理配  

分  

範  囲   費用 の 限度額   期  間   備  考   

実 費 弁 償  災害救助法施行令第10  災害救助法第24条第1項の  救助の実施が認め   時間外勤務手当及び旅費は  

粂第1号から第4号まで  別途に定める額   

に規定する者   に従事させた都道府県知事の  

総括する都道府県の常勤の職  

見で当該業務に従事した者に  

相当するものの給与を考慮し  

て定める   

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上で、   

救助の程度、方法及び期間を定めることができる。  
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3． 災害救助基金iこつしヽて  

（1）災害救助基金の積立額について   

（∋最少額  

都道府県は、災害救助法による救助に要する費用等の支弁の財源に充てるため、  

災害救助基金を積み立てておかねばならず（災害救助法第37条）、各年度における  
最少額は以下による（同法第38条第1項）。  

ニ ‾l貢・  前年度の前3年間の  

普通税収入額（決算額）の平均年額  
× 5／1000  

（例）  

14年度最少額＝10～12年度の普通税収入額の決算額の平均年額 × 5／1000   

※ ただし、算定額が500万円に満たない場合は、当該年度の災害救助基金の   

最少額は500万円（同法第38条第2項）  

②積立現額が最少額に達していない場合  

当該年度の災害救助基金の最少額の5分の1の額を積み立てなければならない。  

（同法施行令第26条第1項）  

・・＿＿lll・；苫  

積立必要額＝ 当該年度の災害救助基金の最少額 ×1／5  

巨裂※   ただし、積立現額との合計額が、当該年度の災害救助  

基金の最少額を超過する場合は、超過分は控除される。  

（同法施行令第26条第2項）  
積立必要額  控除部分  

（2）積立状況の情報提供について  

各年度における災害救助基金の積立状況について、毎年6月1ざ日までに、  

災害救助基金報告書により厚生労働大臣に情報提供する。  

（S40．5．11社施第99号 厚生省社会局長通知 第9の3）  

※ なお、積立現額が最少額に達していない都道府県においては、その理由と今後の対  

応等についても併せて報告をお願いする。  
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平成19年度災害救助基金積立状況  

（平成19年4月1日現在）  

現在高（円）  （参考）18年度  

①   ②   現在高（円）③   

1北海道  2，360，323，965  2，071，174．906  114．0  【   
L   

2．352．207，845  100．3   

2書森県   108．4   422．554．395  25．551．830  447．304．895  100．2   

3岩手県   500．776．丁38  432，515．923  115．8   5∝I．776．738  499．182．704  100．3   

4宮城黒  2．101，8ヰ5．952  1．018．224，356  206．4  2．088，185，810  113．660．142  2．098．697，835  100．2   

5秋臼県   416，411，2ヰ2  346．826，433  120．1   268．410，191  148．001．051   416．250，734  100．0   

6山形県   440．505．258  400，853．688  109．9   420．093．510   20．411．748   439．958，971  1∝）．1   

7福島県   940，370．843  800．473，158  11丁．5   940．370，8ヰ3  940，3TO，843  100．0   
十‾  

8茨城興  1．534．155，292  1．362．705．680  112．6  1．499．420．532  L 34．734，760  1．537．880，676  99．8   

9栃木県   898．642，507  943．221．023  95．3   826．458．483  丁2．184，024  899．906．098  99．9   

10群馬県  1．390，054，305  868，434．805  160．1  1．342．278，878  47．775．42丁  1．015．355．128  136．9   

11埼玉県  3．159．220．423  2，636．015．935  119．8  3，159，220，423  3，154．523，519  100．1   

12千葉県  2．421．725，459  2，960，209．9丁7  81．8  乙ヰ21．丁25．459  2．4柑，490．963  100．1   

13東京都  10，686，901．515  1l．327．999．703  94．2  5．701．129．524  4．965．7Tl．991  10．768．897，302  99．1   

1ヰ神奈川れ  5．399，057，554  4，351，485．320  12ヰ．1  5，188，154．754  210，902，800  5，385．287，735  1（X）．3   
15新潟れ   953．265．332  969．6TT，542  98．3   895．613．093  57．652．239  79丁．846．907  119．5   

16富山れ   622，821，981   513，496．244  121．3   552．769，229  TO．052．丁52  625．353．148  99．6   

17石川県   658．234．351   522．098，210  126．1   640．ヰ03．510  17．830，841   656．651．945  100．2   

18福井県   ヰ04，513．965  391．069．320  103．ヰ   404．513．965  405．54tS，039  99．7   

19山梨■   5∝），859．359  392．990，237  127．4   500，859．359  499，829．315  1∞．2   

20長野県  1．057．310．709  868，577．丁48  121．7   960．690．775  96．619．93ヰ  1．084，884．154  97．5   

21岐阜れ  1．061，433，618  862，236．5Tl  123．1  1，061．ヰ33，6柑  1．05丁．521，618  10（）．4   

22静岡れ  4，229．409．994  1．903．639，958  222．2  4，229．409，994  4．213．954，8ヰ2  1∝川   

23愛知県  5．36丁，2ヰ7，ヰ31  4，726．682，975  113．6   792．957．230  4．401，714．229  ilT2．575．972  5．341．191．351  100．5   

24三暮れ   915．262．644  891，317．953  102．7   89t；．809．843  914．3Tl，535  100．1   18，452，801  
25滋賀県   637．103，687  589，241．605  108．1   54丁．562．767  89．540．920  646．645．265  98．5   

26東和＝符  1，566，886，173  1，119．021．881  140．0  1，559，703．柑5   7・182・卯8   1．568，152．247  99．9   

27大阪府  4．987．997．267  5．川2，丁24．143  9丁．0  3，327．770，084   1．680．227．183   5．04乳527，2川  98．8   

28兵庫県  2，321，850，348  2，324，014，TlO  99．9   T14，300．190  1．422，M．∝氾  185．550．158  2．323，928．381   99．9   

29奈良れ   171．013．155  461．439，ヰヰ0  37．1   44，520，602  126，492，553   134．747．8柑  126．9   

30和歌山れ   刷．523．753  362．567，946  133．6   ヰ49．TlO．184  34，813．569  470，935．951  102．9   

31▲取黒   239，423．013  199．354．752  120．1   230．985，163   93，5∝l   8，3ヰ4，350  239．242．898  100．1   

32島根れ   309．934．813  248．657．539  124．6   305．207．113  4．727．700  309．630．746  100．1   

訳＝岡山れ   938，534．126  843，766．009  111．2   938．509，126   25．∝旧  934．160．247  100．5   

34広島れ  1，275．564．847  1．245．884．ヰ87  102．4  1．142．215．614  133．349．233  1，283．023．200  99．4   

35山口県   639，571，646  642．557，413  99．5   601，613，195  37，958，ヰ51   639．571．846  100．0   

36徳島れ   352．127，896  336．106．812  104．8   323．077．606  29，050．290  352．285，394  1（X）．0   

37香川れ   504，170．542  455．058．120  ‖0．8   486．120．533  18．050，∝）9  507．278，2川  99．4   

38愛媛県   549．170，ヰ63  528．955．058  103．8   549．170，463  547，597．488  100．3   

39高知れ   284．030，958  233．257，039  121．8   232，398．930  51．632．028  283，480．460  100．2   

40福岡興  2．056．132．510  2，116，936．566  97．1  2，021，425．381  34，70丁，129  2．010．411．241  102．3   

ヰ1佐賀黒   358．402．791   298．863，505  119．9   315．526．298   42．876．493   357，587．467  100．2   

42長崎れ   4丁3，141，2糾  406，537．617  116．ヰ   ヰ13．976，864  29，164，370  473．141，234  100．0   

43熊本県   630．338．93丁  585．383，890  10丁．丁   613．662．352  16，676．585  629．鋸2．439  100．2   

44大分県   467．¢16．3丁8  431，366．519  108．4   460．680．586  6．935．792  467．810，001  100．0   

45宮崎県   338．025．柑2  33丁，215．973  100．2   293．820，615   “  4ヰ，204，567  333．172．866  101．5   

46鹿児島県   556，547．837  524．018．887  10（；．2   322．372，837   23ヰ・175・M 554．727．837  100．3   

47沖縄県   387．269，524  375，965．159  103．0   387．269．524  386．766．728  100．1   

計   68．977．833．742  61．784．318．363  111．6  54，386．163，343  6，058．007．729  8，533．662．670  68，475．333，082  100．7   

※t少額＝当数年度の前年度の前3年間における書通税収入額の決算額の平均年頬の1000分の5に相当する額  

※積立串＝①÷②（％）  

※対前年鹿比＝（》÷③（％）  
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4．災害対策基本法の概要  
【総則】■‥防災に関する責任の明確化  

【防災に関する組織】・・・総合的防災行政の整備  

【国】   

【地方】   

【平時】   【災害時】   

中央防災会議   
非常災害対策本部  

緊急災害対策本部   

都道府県防災会議  
災害対策本部   

市町村防災会議  

非常災害対策本部長  緊急災害対策本部長＝・内閣総理大臣   
自然災害・■・防災担当大臣   
事故災害 …担当省庁大臣  

【防災計画】‥・計画的防災行政の整備  

中央防災会議  

指定行政機関・指定公共機関  

都道府県防災会議・市町村防災会議  

防災基本計画  

防災業務計画  

地域防災計画  

【災害予防】‥・災害の発生を未然に防止  

防災組織の整備義務  災害予防責任者による防災に関する組織の整備義務  

防災訓練の実施義務  防災訓練の実施、従業員の訓練参加義務  

物資・資財の備蓄義務  災害時に必要な物資・資材の備蓄、点検、整備等  

【災害応急対策】‥・災害の発生の防御、災害の拡大の防止  

消防、水防団への出動命令、警察等への出動要請等（市町村長）  

市町村⇒ 都道府県へ 都道府県 ⇒ 内閣総理大臣へ  

立ち退きの勧告・指示（原則市町村長）  

警戒区域の立ち入りを制限、禁止、退去等（原則市町村長）  

エ作物の使用、物件の使用一収用等（原則市町村長）  

医療、土木建築工事、輸送関係者への従事命令等（都道府県知事）  

通行の制限、禁止等（都道府県公安委員会、警察官等）  

出動命令  

被害状況の報告  

避難の指示  

警戒区域の設定  

応急公用負担  

従事命令  

交通規制  

【災害復旧・財政金融措置】・・・災害復旧に係る財政等の特例措置  

国の負担金又は補助金の早期交付  

激甚災害に対処するための財政援助 等  

【災害緊急事態】＝・異常かつ激甚な災害の場合  
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5． 地方厚生局をこ一＝＞1レヽて  

厚生労働省防災業務計画（抜粋）  

第2編 災害応急対策   

第1章 総則  

第3節 被災地への職員の派遣及び厚生労働省現地対策本部の設置  

第4 地方厚生局における災害発生時の対応について  

1 情報収集及び状況把握  

（1）地方厚生局総務課が中心となり、本省関係各部局からの指示を  

受け、地方公共団体、関係機関等を通じて情報収集する。  

（2）地方厚生局総務課は、本省関係各部局より職員派遣依頼の連絡  

があった場合には、都道府県防災担当課へ職員を派遣し、当該職  

員を「現地連絡担当者」として情報収集の窓口とする。  

（3）現地連絡担当者は、地方厚生局及び本省と都道府県防災担当課  

との連絡調整に当たる。  

（4）現地連絡担当者は、被災都道府県・市町村からの情報に限らず、  

地元マスコミ等により得た情報を収集し、当該情報を地方厚生局  

及び本省に報告する。  

（5）非常災害が発生した場合には、発災直後、本省より担当職員が  

被災地に赴くことになっているが、地方厚生局より派遣された現  

地連絡担当者は、本省担当職員が到着した場合、それまでに収集  

した情報を引き継ぐとともに、以後、互いに協力し、情報収集に  

努める。  

（6）現地連絡担当者が行う主な情報収集項目  

a 被災市町村の被害状況  

b 厚生労働省の所掌に係る医療施設、社会福祉施設、水道施設  

及びこれらの業務の被害状況  

c 日本赤十字社の行う救援活動の状況及び同社から収集した現  

地の状況  

d その他、情報収集により得た重要な情報  

（7）地方厚生局が情報収集及び状況把握を行うにあたっては、独立  

行政法人国立病院機構との情報の共有及び密接な連携を図るもの  

とする。  
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6， 災害弔慰金・災害障害見舞金  

及び災害援護資金の概要  

O「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和48年9月18日法律第82号）  

災害弔慰金の支給  

（1）実 施 主 体  市町村（特別区を含む）  

（2）対象 災 害  自然災害・1市町村において住居が5世帯以上滅失した  

災害  

・都道府県内において住居が5世帯以上滅失し  

た市町村が3以上ある場合の災害  

・都道府県内において災害救助法が適用された  

市町村が1以上ある場合の災害  

・災害救助法が適用された市町村をその区域内  

に含む都道府県が2以上ある場合の災害  

父母、孫、祖父母  （3）受 給 遺 族  配偶者、子、   

（4）支 給 額  ア．生計維持者が死亡した場合  500万円  

イ．その他の者が死亡した場合  250万円  

（5）費 用 負 担  国1／2  都道府県1／4  市町村1／4  

災害障害見舞金の支給  

（1）実 施 主 体 1に同じ  

（2）対 象 災 害  1に同じ  

（3）受 給 者   （2）により重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢  

ひじ関節以上切断等）を受けた者  

（4）支 給 額  ア．生計維持者  250万円  

イ．その他の者  125万円  

（5）費 用 負 担 1に同じ  
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災害援護資金の貸付  

（1）実 施 主 体  市町村  

（2）対 象 災 害   都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上あ  

る自然災害  

（3）受 給 者   （2）により負傷又は住居、家財に被害を受けた者   

（4）貸付限度額  350万円  

‾l‾  

（注）被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを  
えない場合等特別の事情がある場合は（）内の額  

（5）所得制限  
世帯人員   市町村民税における前年の総所得金額   

1 人   220万円   

2  人   430万円   

3  人   620万円   

4  人   730万円   

5人以上   1人増すごとに73 0万円に30万円を  

加えた額   

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、   

1，270万円とする。   

（6）利  率  年3％（据置期間中は無利子）  

3年（特別の場合5年）   

10年（据置期間を含む）   

年賦又は半年貝武  

（7）据 置 期 間   

（8）償 還 期 間  

（9）償 還 方 法  

（10）貸付原資負担  国 2／3 都道府県・指定都市1／3  
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災害援護資金の貸付及び償還事務の流れ  
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7，災害救助費等予井・決井状況（平成9～20年度）   

災害軟助貴等負担金  州位ニIL】）  

区 分   9   10   ．2  13 / 14   15   芦 16  1717 19  20   
H  

当初予算額   2．357．086．000：  2，400．000，000  2．400．000．000   

700．000．000   
‖l‖‖l  200．000，000  20l，500．000  u i 

▼▼‾   

1，381．139，000  2．939．863．000   2．39l，209．000  8．264．296．000  

△77．420．000  l  201．500．000 H 】670・734・000  201．500．000  
十－一一山一 

㌣備螢  ”   川   
‖ u  

M   
決界額  1．062，574．640   3，718，383．742   5．262．443．000   2．752．722．798   90，773，82l  LO．994．434   336，495．239   2l．205，696，O13  l，8も0．868．000   

不用頼  1，294，51l．360   62．755．258   0   338．486．202   109，226，179   189．005．566   38．504，761   5．996．467．987  0  597▲753．244 274．480．756  
災書弔慰金等負担金  （単位：円）  

区 分   9   10   12   13   14   ．5 j 16  18   19  20  

当初予算閻  一●＝●■＝  140，00Q．000   ミ 140・000・000  ′－ ＝－ －－－  …l■  14叩00・000  l。醐吼。。。   1 140．000．000  t40．000．DOO  

補正予算頼  

－－＋－  

－－－一一－－」   十‾‾…■‾‾■二   
。2l．875朋  

H ＼ 弓  【 
l－－一一竺j－一一一芸‡∈  Ⅳ   l t一一一－一一－一  L   ‖    ” l H トーーーー・一一  

ー⊥  弓 一 
．．8．125．00。  15・叫叩0   8．125．000   6，250．000   41．250．000   139．375．000   

232．300，000   
0   流川願 予備封   125．000，000  131．875．000  133．750，000  98，750．000   ト≡；：；；：：；≡…  ‖  H  367．500，000  0  

災害擁護貸付金  （中位：円）  

1   区 分   9   10   12  13  14   15116  17  柑   t9    20  

当初一語額  500，000．000   500．000．000  500′000．000   500．000．000   500．000，000   380．000．000   380．000．000   380・000・000  

補正・予算額  

1．082．413．000  
L177，305．000  「芸；≡；：；：：    」380・000・000 弓 － 

流用額  99，295．000  「笥－  △92’300■000  一 

予備費  174．356，000  － 
－i   

－ 

決算栢  988，685，33l  

773．650，333   山 “ 一ト  
不川頼  81．866．665 415．133，335    】 593・727・669  667  



8．災害救助法適用回数及び市町村数（平成10年度以降）  

13  14  16  17 18  19   合計  

市  市  市  市  市  市  

‘村   1村  回    町            回   町 村  回   町   回  市 町 村  回  市 町 村  回  市 町 J村  回ほ   回  L市 L町 村    回   町 村   回町 村   回   町 村   

1北海道      ロ  F▼＿3  
ト 

1 3  ロ  」 3】7   

2青森県   「  1！1   
3岩 手 県  n  2   ワ u   

‖   5  ロ  5  

5秋田県  ロ  r 2                                      ロ   ロ  2   

6山形県  0  0  

‖  ロ  3   

H n  
2岳 3   

7福島県                                              ロ  3                                       8茨城 県  ロ  ロ  ロ  2                               9栃木 県  ロ  4    H  十 H n  十 l  0  0   
11埼玉県  2  － 2  ロ  ロ  3  3   
12千葉県  0  0  
13東京都  3  3 2  3  5   
14神奈川県  r  】  r  

」  
0  0   

15新潟 県  ロ  3  l  2  61  口  】10  5  85   

16富 山 県  ロ  】1  口  口   

17石川 県  Ⅶ＋一一  1 7 

18福 井 県  ロ  ロ  5  T‾‾  2  6   

19山梨県  H    u  0  0   
20長 野県   3  

21岐阜県  【  ロ  ロ  【  111  1l  【  3  3   

22静岡県  吐1  
l  2  2   

23愛知県    岳   L 21  1 

i                                     ‖      口  旦        ‖  
24三 重 県  

u  ロ  5  

1巨 5   

25滋賀県  0  0   

26京都府  
ロ  7  

Z 7 

27大 阪府  凹  0  0   

28兵庫県  ロ  口  2  20  3  21   

29奈良 県  ロ  ロ  「】  

30和歌山県  0  0   

31鳥取 県  訓  【6  1 6 

32島根県  ロ  2   】 H  1 2 

4  9  2  13   

円  2  3  17   

35山 口 県  1 9 1  

ロ  2  ▼十  2  

36徳島 県   2  6  一一十  2  6   

37香川 県   2  22   
38愛媛県  2  22  4  7   

6  2  ロ  B  ロ  ロ  4．  10   

40福岡県  2  2  5  4  8   

41佐賀県  】  0  0   

42長崎県  m  ロ  H  】  

43熊 本 県  9  1 H  3  

44大分県   

45宮崎県  ‖ ‖ u  

46鹿児島県   

2  2   
ロ  ロ  6  ロ  4  9   

47沖縄県  〉－一一一    ‖                                           1 2   n  口  2  2  4   

合 計  12⊆  27  1030   948   2  4  2  り  4  14  22】150   7！38   7 21   515   84  356   

－15－   



9．災害救助法   適用状況（平成9年度－19年産   司   
適用市町村数   人 的 被 害（人）   住 家の 被害（世帯）   災害救助費  災害弔慰金  災害後謹賀金  

年度  適用日  災 害 名  都道府県  区  町  村  適用条項  （円）   （円）   （円）   

7．10  7月梅雨前線豪雨災害  鹿児島県   1  1  4号   21  13  34   15  1  4  17  37   20，997．780  28，750．000   

9  台風19号   大声県   1  1  1号   2  2   1  2  3  ’199    426    631   1，510，000  0  

宮崎鱒   1  3  4  1号   1 1  2  2  1 1，817  1．228  3，050   12′815，742  5，000．000   

鹿児島県  1 1  1158 77 236 1．141．153  

阪神・淡路大震災  858，000，000  

（平成9年度分）  168，109．965  1，250，000  

323    245    56さ   

731 1．390 2．121   

2  180  299    489  

486    542  1028   

38   105   136    297   

64    835  

63  8，923  9，115 18．154   

502▲3401－7614・159  

1．Olg  2，154  3，173   

111   200    311   

8 331 220 560 

－
一
の
ー
 
 

赫   



適用市町村数   人 的 被 害（人）   住 家 の 被 害（世帯）   災害救助費  災害弔慰金  災害援護資金  
年度  適用日   災 害 名  都道府県  区  町  村  適用条項  （円）   （円）   （円）   

3．24  平成13年芸予地震  広島県   3  10  13  4号   1  154   155   61  534  23，544  24，139   2，970，548   1．875▲000  40，353，333  
13  愛媛県   1  1  4号   1  74  75   2  35  5．299  5，336  0  3，750，000  

9．6   9月6日の大雨  高知県   1  1  2  1号   8  8   25  65   10  242  441  983  29，669．437  96，766，666  
9．8  

台風16号  
9．11  

沖縄県  1 1 2  2 2  13 15 74421 87610  30．666．666  

1，250．000  

阪神・淡路大震災 （平成13年度分） その鱒  46．710．452  1，250．000  
13年度計  6 11 1 18   2  238240   10184928．92766352831068   8125000   

7．11   
台風6号   岩手県   1  1  1号   

2  272   156   430   8．343．563   3．750，000  3，833，333  
川  岐阜県  1  

1  331238569  1，775，171  11，133，333  
阪神・淡路大震災（平成 14年度）  

分  2．500，000  

その他  875，700  
14年度計  1 1 2   0   0   O 0  O 2 0603394999    10，994，434  6，250．000   14．966，666   

7．19   福岡鱒   
七月梅雨前線豪雨  

3  2  5  1号   1  9  3  13   20  34  38 3，408  2．448  5．g48  10，231，718   2，500．000  295，797，999  
15                                                                   7．20   1  1  4号   19  7  26   21  5  5   121   271   423  24，531∫787  21．250．000  1．733．333  

宮城県北部を震   
地震   5  5  4号   601   601  1刀30  2，965  7，956  11，951  286，161，199  94，0（始，666  

8．9   台風10号   北海道   3  3  3号後   4  2  6   18  13  19  93   231   374   12，186，571  12，500．000  5．000．000  

その他  3．383．964  5，000．000  

15年度計  4  10  14  24  9    613    646  1，089  3，017  8．018  3622  2g50 18696   336495239   41250000  396597g98   

7．13  七月新潟・福島豪雨  新潟欄   4  2  
1  

7  2号 3号後   15  3  18   68  5，437  94  2．222  6，176 13，997  926，365．978  25．000．000  63．666，666  

7．18   七月福井豪雨  福井県   2  3  5  1号 2号   3  1  19  23   56  141  20g  3，292 10．16113．859  67，975，932   7，500．000  34．596，666  

7．31   台風10号   徳島県   1  1  2  4号   2  2   9  13  7  3  20  52  76，887，245   2，500，000  

8．17  台風15号  愛媛県   1  1  1号   3  1  4   13  80  48   382   982  1．505   2．295，064   7，500，000  

高知県   1  1  4号   2  2   1  
1  

岡山県   5  4  9  1号 2号   1  10  11   1  484  5．757  5∫12111，363   1．727，296  111，367，000  
18  

8．30  台風16号  香川県   6  7  13  1号 2号   2  4  6   1   10   206  5．803 15．835  21，855  40，021，909  2．500，000   

愛媛県   1  1  1号   1  1   1   325    297    623   455，054   1，250，000  2，200，000  

宮崎県   1  1  2  1号 4号   2  2   3  9  21  132   156    321  10．610．847   5，000，000  1．133，333  

9．7  台風18号  広島県   1  1  2  1号   5  141   146   22   237 12，764  1．131  3，392 17，546   1．088，088   2．500，000  4，133，000  

三重県   2  2  1  5  1号 4号   8  1  2  11   21  55  10  2．405  1，飢0  4∫401  31，598，616  16，250，000  317，936，000  

9．29  台風21号  愛鱒県   3  1  4  1号   12  0  4  16   31  282  写76 1β44  り29  6．562  59．994，647  23．750，000  

兵庫県   2  2  1号   7  7   10   450  96   546  3，429  4，531   1．423．396  1，133．333  

10．9  台風22号  静間県   1  1  1号   1  77  78  142  185 1，967  18  53  2，365   13．750，000   

宮崎県   1  1  1号   2  2   1  1  1  180   123    306   1．108．662   3．750．000  

徳島県   4  4  1号   3  3   174  37  1，367  3，075  4，653   6．971．285   5，000．000  5．000．000  

香川県   4  5 9  1号 2号   8  25  33   45  33   268  4，098 10．484 14，928  52．839．111  15．000，000  105，433，333  

10．20  台風23号  兵庫県   5  13  18  1号2号  26  
3号後  

134   160  1，021  7，657  1－407  1β19  9．319  21．223  402，512，123  42．500，000  41，660，000  

岐阜県   1  1  1号   2  1  8  11   1  5  8   269    317    600   2．119，638  13，750，000  11，06（～，666  

京都府   3  

7  1号 3号後   15  202    217   26   328  3】151 2，726  4．360 10，591  43．719，764  21，250，000  75′693，000  

10．23  27  17  5†  4号   46  4，793  4．839  2，82613，256 109．153  125，235  19，475，132，589  71，250，000  

3．20  福岡県西方沖地震   l  4号   1  l．069 1．070  132   243  8，478  8β53  

その他   87500000   

16年度計  55  73  22   150  157  3   6．502   6－662  4，430  28．596 138，686  34．319  7g，339 285．370  21，205，696．013  367，500－000  1，253，154，982   

－
一
山
－
 
 
 



ての低丸阻；よる被害   

（参考1順当災割こよる死者であっても、救助法適用都道府県の他の都道府県で支給されたものは「その他パこ含む。  
（参考2）災害横領資金の貸付で、指定都市が実施したものはその都道府県に含む。   



1 0 ＿  平 成 1 9 年度 災害救助 法等実施状 況  

（1）災害救助法適用状況  

災 害 名   都道府県   適用日   適 用 市 町 村   

07月6日からの梅雨前  （4号）下益城郡美里町   

線による大雨   

○新潟県中越沖地震   新潟県  7月16日   （4号）長岡市、柏崎市、小千谷市、  

上越市、三島都出雲崎町、  

刈羽郡刈羽村、三条市、  

十日町市、燕市、南魚沼市   

○台風5号   宮崎県  8月2日   （4号）西臼杵郡日之影町   

○台風11号及び前線によ  秋田県  9月17 日   （4号）北秋田市   

る大雨  （1号）能代市   

02月23日から24日にか  （4号）下新川都入善町   

けての低気圧による被害   

計（延べ数）   5県  15市町村   

※カツコ内の数字は災害救助法の適用号数  

（2）災書弔慰金及び災害障害見≠金の支給状況  

災 害 名   都道府県   災害弔慰金  災害障害見舞金  

支給対象者数  支給対象者数   

死 者   行方不明   

○新潟県中越地震  新潟県   0   0   燕市   

（平成16年度災害）  

○能登半島地震   石川県   0   輪島市、中能登町   

○中越沖地震   新潟県   15   0   0   柏崎市、刈羽村   

○平成18年7月妻雨  長野県   0   0   上田市   

○台風11号及び前線に  0   北秋田市   

よる大雨   

○平成19年9月17  0   0   花巻市   

日から20日にかけて  

の大雨による被害   

計（延べ数）   6県   2 0   8市町村   

－19－   



（3）災書援護貴会貸付金の貸付状潔  

災 害 名   都道府県  世 帯  住 居  住 居  住 居  家 財  重 複   市 町 村 名  

市  
名  圭負  

傷   流失   特別   

○能登半島地震   石川県  6  7  3  6  輪島市、かほく市、  
志賀町、穴水町   

○中越沖地震   新潟県  5  ロ  2  2  柏崎市、出幸崎町、  
刈羽村   

07月6日からの梅  
ロ  l  

美里町   

両前線による大雨   

○台風11号及び前  18  4  
5  

北秋田市、能代市   

線による大雨   

計（延べ数）   4県  11  8   2 9  13  10市町村   

－20－   



11．災害救助事務主管担当者及び連絡先一覧  
♯道内欄  連精先  

課 名   係名  ●（■）書  犠長   補佐   係長  担当看  担当書  担当者  
指定暮市   t話（代嚢）   t誌（離■）   FAX   

t北鴬遭  保線穐祉   総務  企蕾n暮グループ  Ot卜23卜411】（25－128）  D11－2研一5242  01卜Z32－8：I68  井■ト政一  山田事  長fl幹広  1靂▲ 久雄  狩野 弘銅  

2十 さ  ■♯福祉  鴨靡犠牲政策  総務グループ  ○り－－2‡－111t（内1208）  O11－？31－9276  ○‖し134－8085  ーノ＃ ■  高杉 全之勤  伊嘉蒙■  大山 和也  中l■ 大輔  

3着 手  廉tI■祉   切札祉   生活穐祉  0け－65ト3111（内5422）  019・・62！卜542l  0】g卜029－5129  ＿＝  ㌻’ご  小林 t書  平井 事■  村上 博和  ■薄 暮明  

4青 嶋  願書犠牲  憬■穐址総譜   総務   022－21卜2Ill（内2王‖3）  022－21ト25t3  022－21l－2585  鈴木 ■－  氏事 兼市  山口 藩徒  貴 ：l  白▲ 貫光  

5散 田  知事公重   総合l防災  ■事・危■t理  O18－880－1111（内4580）  Ot8－88ひ－4き80  018－824－t198  佐々木 洪  三ケ日 良三  三本木∵宗i  ■巴 ■  近■ ▲暮  川村 之l匪  主潮 せ之   

6山 形  総務  亀暮t宅1托合断災  防災  02ユー830－2255  8231i33－r‖l  小山 1  佐義 和1  石垣 t児  古株 饅宏  

7穐 ■  生活覆ヰ   災書封書  ○封－52卜11tl（内2糾5）  024－52卜7194  024－521－7920  阿久韓 文作  五十▲ 事ヰ  t野 儀之  永澤 美槍  嘉田 沙■  

8茨 織  犀鍵穐祉   九祉橋場   抱■犠牲  029－30卜Illl（内3157）  02gト30t－315－  02Sト30卜3179  山口 やちゑ  嚢辺 洋子  川上 麟之  f塚 佳子  舌遍 知丈  

叫玩 木  ■民生焉   消防l防災  危■t書・災書対義  028－823一之323（内2り¢〉  028－－623－2136  028－623－214㊦  港内仁書一  小港 洋一  ■井応手  

tO群 ■  総務   危■t理  防災・声民眉眉  ○‡7－223－111＝内2258）  02ト22t卜2245  027－22卜0158  中山 博集  田村 事夫  投棄 疇祐  佐伯 和則  柵■ 薦膿  

llヰ 玉  危■t書防災  漬肪防災  消防・別事  叫一8：IO－3川0（内3197）  048－83ひ－3け1  048「830－4丁7，  清水 邦夫  立川 音響I  仲田 孝幸  小栗 緻士  松本 ▲  

12千 葉  ■■札牡  t暮犠牲数千  ■■鳥■対策  M3－22ユー2t10（内2tけ5）  叫3－223－26丁5  Mユー222－9023  小川 雅司  野村 ■司  加■ ■ヰ  塚本 蜜  古官 優  

13★ 京  総寺島総合訪災  防災対策   運用  03－5：I2卜い‖1（内25－○糾）  ∝ト5388－2458  03－5388－245¢  石野 判事  ま濃 俊夫  ■田 書暮    加算 書太郎  

1榊豪州  安全防災   災讐嫡l防   l石亀対策  045一別【トItll（内3430）  M－210－3ヰ30  M5－210－8829  木川 鷹ヰ  水内l摩人  岩渕 港  中1 亜古  

t5輌 鶉  防災   防災企層   防災事業  025－285－55tl（内2573）  025－28か・570丁  025－285－4752  漉1博文  池田 紀夫  佐竹 咤美  千野㍉■弘  ♯貝 雅和  

1t；T 山  l一生   ■生企層   t】事   OTO－43卜」＝tl（内3423）  078一叫－3196  0Ttト●ヰ4－340l  ♯集 茂樹  石坂 博僕  義正 幹夫  上田 正欄  山田 実功  

り石 川  危■t写   鳥■対策  防災グループ  ○？¢－225－t111（内1290）  OTt卜225－1482  ○－8－225－141■  ■■ ●t  大垣 ■優  法点こ 轟欄  書下 杜二  ＝  ．  

1硝l井  書止犠牲   明‡■牡  t■・■暮暮●グループ  0丁78－2卜1111（内2515）  DT†lト20－032丁  0771l－2川37  小竹 正雄  山口 判明  松村 徽離  上七戸 正三  山書 洋一  

柑山 蒙  穣址俣t  穐址鼠t総務  総震経理  055－23丁－tt＝く内3058）  055一之23－tヰ41  055ト2Z3－144丁  小沼 書二  杉田 ヰニ  相川 事  小澤 祐嶋  坂上 妻広  

20長I事  危tt理  危■t】事1防災  危■t理  028－2〇2－0111（内5225）  020－235一T184  020－2：〉3－●332  松本：有司  木下l■介  松本 悦夫  失■ ■治  書沢 ♯  

21せ 暮  ■t禰祉  t暮九牡鼓簾  ンニr：：  058－272－111＝内25柑）  058－272－82tIO  058－278－2620  引＝‖■ト   著書 克行  吉田 迂暮  丘鼻 ■  酒井 書作  

22≠ 円  呼生   企l■鷺  企諷スタッフ  054－22卜3357  054－22卜3284  大須1 ■郎  小川 美ヰ  小♯ 事二  田辺上光男  久米 ♯子  

2：It 知  防災   災亨対策  文書鎗t事ニケノレー  052－981－2111（内25川）  D52－954－8I92  052－9糾一8912  小出 茂樹  八代 一誌  大♯ 良奴  安義 正志  書石■ ♯Il  

24三 暮  ■ホ社社  t■穐杜絶蕎  縫富支攫グループ  058－224－ユ050  05！ト22ヰー2275  t木 捻生  加■ ■央  中西 文■  河野一着  ■lI大地  

25滋 1  ■■≠祉  t■穐祉政事   総券  077－520－351l  077－528一ヰ850  濃 暮嘉  山本 洋  上村 ≡社也  大伴 暮史  

20京 ■  ■す穐牡  暮暮穐杜絶欝  DT5－●51－8111（内4554）  075一一＝1－4554  075－4川－●脚●  和田 ■  叢 書文  ‡l田 嶋也  暮積 ヰ之  憂坂 文之  

2丁大 Ii  総毛鶴亀■t】妻  泊l防防災  災書対簾グループ  恥」事9小朝51（内4880）  08－■糾－－■021  以H旭14－1151  ■t ¶は∬  腋井 事爛  岬辻 ■逢    暮井 雀育  

28兵 ■  危■tt書災書対義  災亨対韓   指導   DT8－3●ト刀Il（内5：18●）  ○？○一382一別捕旧  078－302－的1l  大西 事  嘉■ 由成  足立 ■  ±：： ∴  田中 書－  l■見 舞和  

29豪 農  穐社   ■社数策  地tケア■▲  0丁42－22－11馴（内2818）  0742－2ト8M  07●2－22－5780  ■山 一八  寺田■  失■ 書■  中澤 用■  江上 責弘  

30和書山  ∴1日r■ ∴  ≠牡優t総務  総譜企■  0†3－132－41tl（内2▲8：＝  0丁：ト44卜24Tl  07こ卜42＝580  井畑 文■  ■本 芳人  ▲∴ ■7、■  山霊 良加  小♯ 久夫  

31▲ 廿  神社長■   札祉鎮儀   企画総譜  0857－2●一T11t（内7139）  0857－2t卜†139  0857－2●－81川  儀田 鶴子  松R 糧広  幕構 活た  軒Ⅷl常春  田中 美子  

32義 損  総券   鋼l防防災  】防災クループ  0852－22一引11（内8380）  D852－2211380  0852－22－5930  丸田 甘美  山■正巳  ■木 正明  ：：」∴二  暮井 事之  

33銅 山  俣t欄祉   瞳t書祉   企■in警  ○朋－221－2111（内祁‖）  08t卜22t卜7273  080－234－215名  田疇∵亀吉  羽事l■一  古■ ■子  ■東 1  松本 和久  

ユ■広 ▲  t▲樽牡総務tヰ  tt穐牡総務  厚生旭グループ  08～－228－2111（内諏加）  082－228－2153  08之－511－8†15  迫井 正霧  山根 守市  土井司  本員 尊  山中 美欄  

35山 口  ■書犠牲   難敵   総零t可  003－822－3111（内2710）  083－933－2710  08：ト9ユユー2丁：I9  千村 書手  暮皿 暮二  平tI最★  計事 一価  光点＝ ■欄  

36竃 ■  最■≠牡  ・‾・；ン  購≠牡け書担当  ○朋－82卜2500（内2167）  088－82卜2187  088－82卜2838  乾和姓  小出 さ敬  亡末 ≡蒼宏  ■井∴博  集＃ 大輔  

37書 川  ■■禰址  tt穐杜絶書  企■・♯凛グルー  087－83卜11tl（内3133）  叫7－832－3252  081－8以卜0209  山b 甘也  暮木 鷹博  山本義  ■■ 正暮  ♯ 哲也  

38t ■  廉t犠牲   鰊t橿址   穐社■■  88伊－○小一2tll（内2388）  08…12－2380  樋gト9ヱト8∝叫  虞上 邦子  竹本 1代  田振 ♯蓼  佐川 光義  山本 ■  

39暮 知  tl穐祉   鰊t札牡   嶋■書■祉  叫8－823－11tl（内的帥）  088－82：ト9090  開8－823－820丁  ■中 一■介  中山 ●  事l■暮■  北川 主児  永野 美玉  山本 千書手  ホ須 拓畿   

4明■ 月  犠牲労■   書杜絶丑  092－8引－1‖1（内32tl）  092－813－3240  0921事13－3245  吉村 正暮  村上 文男  手▲ 弘i  

引佐 十  牡椿事   消防防災  隕旦良書・l防災  0952－24－2tll（内135■）  0952－25－1028  095之－25一丁282  中野 書大井  大坪 広♯  岩永 正暮  加暮 美治  山口■■  

12長II  ■址保■   【；ニ ∴   総務   ∞！卜824－1】l川内2小l）  005－885－～一‖l  095－895－2STO  入江 手記  構口 怠業  ■■ 清嘉  太田 ■也  橿▲ 兼史  

●3■ 本  ■正亮牡  t鷹た■tヰ  総務・tl霊  瑚－383－1川武内T079）  研一333－2239  弼－－3071〉川7    牧野 儀憂  石■ 1－  永左 ■事  中山 鬱血  

1日大 分  橿祉優t  絶■穐社姓▲  嶋寸書l祉  097－538－11tl（内2¢22）  桝け－508－2122  09丁－5Dt卜lT二】2  R萬 亡  平■ ■史  罰■ 鰻暮  佐■ 邁志  末吉 正銅  

偵富 ■  ＃牡優t   1雛優■  嶋t禰祉憬儀   0985－21－111l   0985－2tトTOT5  0985－‡○－73；帽  吉事 暮  畝■ 光男  川野㌧舞憲子  ：： ▲  最■ 正欄  甲彙 治  

4¢▲児■  摩t穐祉   社食九祉   斗祉企肯  09gト288－211日内283争）  09計－288－282●  l■ ■  ：◆   iこ  せ1秀人  川鶴 幸博  こ；； ・一  富里 正治  加治佐 事；エ  山本 義l三  

47沖Il  文化糟糠   ■民生話  市民着鋤簾▲  喝○一808－2333（内2柑丁）  008－8伽－218丁  【吟l－86l－2丁88  知含 ■次  米暮≠集  書久山 集子  濃責利 札■  比暮 甘け  

4欄L 痍  憬■柵址爬総譜  お蕎   庶務   01ト21ト21tl（内2932）  01l－21t－2932  01ト218一！‖80  浜■ 雅明  村山 美嚢  ■●■  西村 ■也  

191山 台  ‘1  二  社会   ＼⊥‘i  022－2¢l－11Il（内31引）  022－214－8158  022－2川－8194  牧山 ≠慣  中一l轟宏  布田 祝  相澤 離和  

50さいたま  傑暮楕社員犠牲  穐祉総欝   t理   叫8－82！ト111t（内3013）  鵬8－8抄－－1253  M8－8‡9－1811  大■ さ一  高井 t司  小川 姓三  田中 正ホ  田中 ■光  

5一千 暮  侵■楕社  地ヰ憬t禰札   ■生   叫3－21与一引11（内2t12¢）  04ユー215－5218  捕－245－5028  大西：友弘  ■谷 暮  大塚和集  麟濃 光一ヰ  小● 淳  

52櫓 浜  地■札社員t  穐祉傭■  叫＝丁卜之t21く内4叫4）  即伶1†卜…4  045－164－3822  山車 一郎  竹内 睡  内田 沢子  立花 亜紀子  

53川 ■  ■ヰ雷■祉   絶■穐社   址王l   0ヰ●－2∝ト211l   OJH－2∝ト2828  044－2∝トユ929  睾田 正■  ■田 暮鐘  エ■ 芳榊  

54★ よ  市民生議  危■t理防災   l†由  l    こ l▲ll ＝     025－22（トIl●3  025－22●」）丁88  田村 秀広  佐■ 昭人  伊部 ■史  川村■せ  伊事 t太郎  

55書 閂  市民生活   市民生活   総務   帖1－254－211日内2ら12）  054－221－1265  054－22ト・153l  杉山 片轍  小野b 粛  中村 正史  ；：■■ ＿：  書本 邦俊  

58浜 松  社会雷l祉   禰社総務  生話橿祉グループ  053－●5ト21tl（内2320）  053－457－2：I2¢  D5：ト458一丁753  杉山 薦之  ■瀧 澤－  高貴 定住  杉本 土－  森本 裕■  

57名古■  ■■犠牲   総♯   慎重縫針  052－9引－tlll（内2510）  052－972－2！‖8  052－9丁2－●115  長谷川 弘之  山田茂夫  伊檜 雅さ  加轟∴事事  

58京 事  侵t犠牲  傑t犠牲総寺  庶書   DT5－222－3111（内33も8）  DTき－222－3366  075→222－3380  谷口 義経  三宅 臭知  ■川 ■  出！I井澤  

59大 ■  危t書写  （婚－82（均一7：柑8  08－8202－3718  閂 豪勇  田中 良三  大元 曹  奥野 舌俊  

的 堺   総務   危書曽理  0丁2－233－1101（内5り2）  072－228一丁ぢ05  072－222－7339  出濃i明轟  前川 さゆリ  磨谷 慣行  上田 讐亡  

引汁戸  傑t柵祉   庶蕎   庶務   078－33卜8‖‖（内301り  0丁8－322－5183  D78－322－－■038  広瀬 閤■  山平 11司  村山 哲麟  長井 離  

62広 ▲  社会   社会企岳   こ∴」．‘  【鳩2－245－2111（内3823）  M2－5伽－213丁  082－504－2109  竹内 功  さ田 博i  浜岡 克王  l胃中 濃  ＝村 由宇也  

も31ヒ九州  良書橿牡   総務   社会t■  093－582－219丁  093－582－2095    工義 一庇  森田 実  田平 書手  

道上仁■■に  傑t穐祉   総覇   社食  Og2一丁：l】－5〇ヰ6  002－7：）ユー5587  亡井山 なおみ  甲≠ 弗夫  川本 果岬  田中 正さ  

日赤本社  救護・犠牲 救護  救護  D3－34‡8－1訂‖（和＝りD3一朗37一T08403－3435－8509    田中 暮  三井 や介  松野千鶴1  山■ 藍子  

t臨（代表）  救助係暮i  ファックス  

厚生労働省社会・援護局総務課  0ユー525：卜tlll  0：ト3595－2614  

（内281g）  

（内283（り  

災書救助・救援対策室救助俵  中断t誌  （室長）  

5512  5543   中村償大林   

－ －  



12．国民保護事務主管担当者及び連絡先一葉  
ホ遭府県  暮■先  

鬱 名   課 名   係 名  ホ（凧）1  ■1   輔佐   係長   担当書  担当者  担当看  
指定雷l市  t誌（代丑）   t踏（在i）   FAX   

1尤濃凛  良書権址   総糟  企■■書グループ  01ト231－1111（25－128）  Olト20l－52■2  01ト232－8318  暮■ ■一  山田 事  長野幹広  爛▲ 久ヰ  狩野 弘綱  

2書 嚢  tt福祉  tt二楓牡改兼  総譜グループ  017一丁22－1111（内8208）  ○り－7：I●－92TO  01？一丁ユ●－8085  －ノ；牡 暮  暮杉 全土助  伊藤 孝暮  大山 和也  中■ 大書  

3岩 手  保t樽祉  地薫l■址  生活福祉  01M5l－ユ111（内S●22）  01…25ト5●2l  01日29－5●29  瞥劇l員確  小♯ t●  平井事■  村上 サ和  ■斗 ■轡l  

4宮 城  保t樺杜  良書事l祉蝿鶉  企ill書事一  022－21卜之tll（内2引2）  022－21卜250－  012－21トヱ595  林木 ■－  氏竃 豊市  平¶ 英≠  東1亡－  佐々木 1■  

5秋 田  知事公重  た全紡災  慎■・危■管理  018一助別トー1111（内●58～）  018－8㈹2  018－82l－1190  せ々朱 鷺  三ケ日 良三  三本木 宗暮  十田 t  佐々木 弘光  T肝 ♯  

○山 形  総務   鮭台防災  四長傭正対簾  0231㌫Xトま211（内22al）  0231既トI231  0231ほ＝T11  小山 霊  佐■ 和暮  石壇 ■兄  轟欄こ 葬1弘  ♯ ▲賓  

丁橿 ▲  生活覆♯  災亨刺儀  四民優■  02■－52ト1111（内川○）  ¢2●－52t－TtHトl  02●－ら2ト7920  八木 ■逢  五十▲∴雷■  tlI償之  辺1 ■  ⊥；： ▲∴  渡事野 集雷  

現覧蠣  生活1♯  免■t理  029－30卜1111（内2890）  02！ト30卜2898  029一如ト288丁  永見 暮定  田■轟●  大■ 轟畿  大■ ■暮  ♯本 胃人  

場 末  ≠民生活  漬l妨防災  t■■■・災t対★  028－■23－232謀内21：IO）  028一■23－21：柑  020一■23－21●8  池田 暮－  小池 洋一  神山 暮代治  

10■ ■  総譜   亀●■t  肪災・t五民良1  027－223－1tll（内捏●5）  02丁－220－22●5  02ト22l－－0158  中山 博集  田村 書夫  毅豪 靖祐  佐伯 事ロ■1  R久滞 京洋  

11嶋 王  危機t】l防災  危■t理  危書t書  川ト82●－211t（ユ1り）  ㈱ト31り  州一紗■7師  清水 弗夫  ■遍 治  ■綱 暮I！  ♯裕治  日■ 弘  

12千 霊  総譜  消断絶暮訪災  危機t覆   Mト223－2け8  01｝一223－2108  M－222側旭  1 正三  ■膚l■二  ■本 ■治  小暮 嘉夫  

lユ暮 兢  た♯烏総合防災  防災t覆†  四よ良書  ∝I－532ト・l111（25－け1）  03－53欄－25●○  αト5淵－1！80  石1野 弔1事  矢■ 一節  官1 遼  1■lともみ  

川榊棄川  安全肪災  危■t理対t■  危■tt対韓  陳ト21ひ－1111（内ユ4帖）  叫与－21ひ・・棚  015－21川29  木川 ＋杜  中山 t－  檜山 光暮  加暮 t大  古性 朋子  

15輌 鋼  防災   危■対t  ■民憬轟  02む・285－5511（内2518）  025－2紗・・Sl■5  ∝と5－28l－2970  濃■ サ文  新保 弘  T井 正好  松浦 暮人  き■水 明  様井 我l史  中桐 均   

10T 山  書生   井生企i■   t書  OT■－●3lJ111t（内3▲23）  07…叫－ユ1紬  OT…一細】  ≠薫∴静樹  石t十■慣  新庄 幹夫  上田 正■  山臼 稟功  

1丁石 川  t●t】■■  危書対義  危書ttグループ  07ト・225－1111（内●2〃）  OTt卜22き－1482  0丁8一畏5－1●○●  橘貴 書暮  犬用 ■俣  ▲．文■  ＃上 久◆  ■臼 t久  

10橿 井  tt積櫨  絶叫緬牡  ■■・■■暮●ケ′レー  OT袖－2卜I111（内2引S）  077l－…2丁  0〃8－…37  小¶’正■  山口 利明  松村 ■ll  上■戸 正三  山■ 洋一  

19山 梨  ≠址保t  橿社優t繚♯  総譜♯t  055－23ト1tll（内3058）  05i・・22ヱトl◆11  腰ト223－1●▲7  小き召 省ニ  杉田 義ニ  相川 ▼  小事 祐簡  坂上睾広  
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13．地方厚生局 防災担当連絡 担当者名簿  
20．ヰ．28  

恥 名   氏 名   住  所   t 話   FAX   

北海道  北海道札幌市北区北8東西2－1－1札幌第1合同庁舎8階   011－709－2311  
責任者  局長  汁水美智夫  

本省連絡担当者  総務課長  前田好徳  （夜間のみ）  

現地連絡担当者  総務課長補佐  高崎正則  011－709－2302   

東北  宮城県仙台市書葉区花束院1－1－20 花京院スクエア21階   022－726－9260  022－726－9267   
責任者  局長  藤井充  

本省連絡担当者  総務課長輔佐  加藤久弥  

現地連絡担当者  総務課庶務係長  中■勝信  

関東借越  埼玉県さいたま市中央区新都心1－1さいたま新都心合同庁舎1号舘7階  048－740－0711  048－601－1325   

責任者  局長  小林和弘  

本省連絡担当者  総務課長補佐  小澤正信  

現地連絡担当者  健康課長補佐  佐藤 修  

東海北陸  愛知県名古屋市東区白壁1－15－1名古屋合同庁舎第3号舘3階   052－971－8831  052－971－8861   
責任者  局長  麦谷眞里  

本省連絡担当者  総務課長  山岸正人  

現地連絡担当者  総務課長補佐  山野井茂利  

近♯  大阪府大阪市中央区大手前4－1－76大阪合同庁舎4号館3階   06－6942－2241  06－6946－1665   
★住着  局長  松本義幸  

本省連絡担当者  総務課長補佐  大谷正雄  

現地連絡担当者  総務課庶務係長  吉川 譲  

中国四国  広島れ広島市中区上八丁堀6－30広島合同庁舎4号館2階   082－223－8181  082－223－8155   
大任者  局長  牧原厚雄  

本省連絡担当者  総務課長  萩原秀明  

総精課長補佐  松浦義則  

現地連絡担当者  総務課庶務係長  長野義久  

四国  香川県高松市サンボート3昔33号高松サンボート合同庁舎4階   087－851－9565  087－822－6299   
責任者  支局長  小木津敏也  

本省連絡担当者  総務課長  山本美ニ  

総務課長補佐  斎藤博文  

現地連絡担当者  国家試験係長  平田光一  

九州  福岡県福岡市博多区博多駅東2－10－7福岡第2合同庁舎2階   092－472－2361  092－474－2244   
責任者  局長  書柳親房  

本省連絡担当者  総務課長補佐  鬼塚剛博  

現地連絡担当者  総務課主査  竜口宗治  

「兼任者」＝（支）局長  

「本省連蘭担当者」＝本省各課等と連絡調整にあたる者。  
r現地連絡担当者」＝都道府県防災担当課へ派遣され、情報収集、連絡調整にあたる者。   
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14．．自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すための  

総合プラン（概 要）  

一25－   



欄
Ⅷ
 
 
 



ゼロ」を目指すための  災害の「犠年   

総合プランのポイント  

避け由れたはずの犠牲者の数を少しでも減らすことがで書るように  

平成20年4月  

内閣府特命担当大臣（防災）  

泉信也   



自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すための総合プランの構成  

1「命」を守るための国民の備えの充実  2「命」を守るための防災基盤の充実  

「自助」や「共助」の取組を一層促進するためには、国民一人ひとりが   
ノ脚′、′′） 

㌻ぎ▲・ト′≠‘∵贅言毒素   ′1レづi～w、r〉′≡．デ庵一宣与二く′ 売ら為るいは共に速かこいく底1叢†生を認識し、啓   

を進めることが重要   

rいつでも・どこでもJ  

発生しうる  

地廣の脅威への対価  

気候変動への対応   

を蕗まえた  

災書対策の必要性  

住宅・建築物や公共施設等の耐  

r自助」、r共助」を促進する「連携プラン」の推進   震化を促進することが効果的  

国民運動の戦略的眉間  r犠牲者ゼロJを目指すための防災碁盤の整備  

・政府が取り組む災害対策の全体像を災害類型ごとに整理  

tフォローアップの実施による、政府一体となっての王事課領の把握と対策の徹底。  
困佃柵嘲…酬………佃仰… 

叫  一
，
▲
二
．
．
し
 
 
 

火山  津波・高潮  雪害  

この総合プランで示す基本的な考え方や施策の方向を「防災対策の重点」に反映   



ト1：4つの「連携プラン」の推進と国民運動の戦略的展開  

連携つランI自然災害の怖さを知る  

～「実感」から始まる避難・減災対策の推進～  

≡連携フランヱ情報が「命」  

要～いつでも、どこでも、誰にでも、役に立つ災害情報の提供～   

災害情報の提供に携帯電   

話や／くソコンを活用  

災害情報の  

提供技術の開発  

凝  
L  

′▼  

役に立つ防災情報を  

的確に、かつ、わかりやすく提供  
【開発中の取組例】津波被専の体験が可能な被育シミュレータ、津波・高潮の動くハザードマップ、  

動く浸水想定区域図、火山リアルタイムハザードマップ など  

【提供する災害情報の例】＜災音発生前＞近隣河川の水位情報・浸水情報  

＜災専発生後＞災害の被害状況、避難所の情報、防災ボランティア活動のための情報 など  

■■■＝＝■●■t＝●■＝＝＝＝＝■＝■●■t■■●■■■■■■■■■■■■＝＝■■＝＝■■■■■■■■1＝■■■■■■▼■●■t■■■■t■＝…＝＝t■1tl■■■■■  

連携つラン4 地域の防災力の向上を目指す  
～地域の助け合いで除雪できる体制の整備～  

連携フランコ 地域の辞でお年寄りや障害を  

持った方を守る ～災害時要援護者対策の推進－  

…
；
 ＝

扇
甲
〓
．
…
．
…
…
．
 
 

災害時要援護者の  人命を第一に考えた  

難支援対策の推進   土砂災害対策  

ヲノニノ幻 
で≡こ養至泰後発援ラ変体計画等を策定  

■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■●■■■■■■■■■■■■●■■■■■■＝＝■■■■●■■■■＝＝＝■■■■●■■■■t■■●■■●■t＝●■■■■■■■●■■■■■●■■■■■■■■■■■■■●■●■  

、；・●、－：∴・．：●・－・き・－「Å予＝：－∴∴∴1：－こ：．∴；ミ・－・！う∵ミ〔：   

‡：き萎∴麦、讃㌍萱整序を避めることが塵整  

「連携プランーlの効果が発揮されるためには、r′連携プラニ▲オトj  

の成果の活用も含めて、因民還勤の観格納展開が恩腰  

国民運勅の戦略的屑周  
2   



Ⅰ－2－（1）：「いつでも・どこでも」  生しうる地震の脅威への対応  

これまでも想定されてきた大規模地震の切迫性の高まりに加え、近年の経験からすると、被害をもたらす地震  

は全国どこでも起こりうるものといった認識をより周知徹底する必要。  

住宅・建築物や公共施設等の  ヒを促進することが効果的   



†                             Ji   
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15■安否情報システムについて  
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安否情報システムについて  

1．安否情報システム整備の経緯  

従来、安否情報（個人の生死及び負傷の程度に関する状態、避難住民の所在等の  

安否に関する情報であり、氏名、性別等の個人を識別するための情報を含む。）の収  

集・提供に係る法律上の条文はありませんでした。車成16年6月18日に公布された  

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（以下「国民保護  

法」という。）において、初めて、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供の根  

拠条文が創設されました。   

【国民保護法における安否情報の収集等に係る規定の内容】  

○情報を収集する対象  

避難住民、武力攻撃災害等により死亡・負傷した住民  

○収集、整理及び報告を行う者（手面報告が原則）  

市町村長：収集・整理の努力義務及び都道府県知事への報告義務を負う  

都道府県知事：収集・整理の努力義務及び総務大臣への報告義務を負う  

○国民への回答（書面照会、手面回答が原則）  

総務大臣、都道府県知事、市町村長：国民からの照会への回答義務及び個人情報  

保護への留意義務を負う  

○収集する情報   

氏名、出生の年月日、男女の別、住所、負傷状況・死亡関連情報、居所、連絡先な  

ど  

2，安否情報システムの機能概要  

安否情報システム（以下「システム」という。）は、国民保護法第32条第4項に規定す  

る国民の保護に関する基本指針に基づき、国及び地方公共団体がこれらの事務の  

処理を効率的にするために開発したものであり、システムの主な機能は、安否情報の  

「入力」、「整理」、「報告」及び「提供」の4つに分けられます（安否情報の入力・整理一  

報告・提供の流れについては図参照）。  

○安否情報の入力機能   

避難所、医療機関、警察機関等で収集した安否情報をシステムに入力する機能で  

す。  
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○安否情報の整理機能   

入力された安否情報には、同一人物の安否情報が重複して入力されたり、誤った  

データが入力されることがあります。重複した安否情報については、最新かつ正しい  

ものを残して排除し、誤ったデータは修正する必要があります。このような重複排除  

や修正により、安否情報を最新かつ正しいものに整理する機能です。  

○安否情報の報告機能   

整理した安否情報を、市区町村は（自らが属する）都道府県へ、都道府県は国（消  

防庁）に報告します。園において全地方公共団体が共有できるようにする機能です。  

○安否情報の提供機能   

国民からの安否情報の照会に対して回答するための機能です。具体的には、入力、  

整理、報告された安否情報から被照会者に係るものを検索する機能、検索した安否  

情報を回答書の様式で印刷する機能です。   

その他、システムには、国民にインターネットを通じて被照会者の氏名を検索し、安  

否情報の有無について確認する機能があります。  
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別添  
安否情報システムについて   

日本赤十字社は外国人  
に関する情報を収集  警察署  

（協力）  

安琶＝曹報とは・・・  

氏名、出生の生年月日、男女の別、住所、負傷状況、死亡関連情報、  
居所、連絡先など  ※ インターネット回線は、暗号化した上で仮想専用回線としたものを利用  

※ LGWAN回線とは、地方公共団体の専用回線のこと（総合行政ネットワーク）  
※対象者の同意等に基づき回答   




